別記様式第33号（第28条、第33条関係）
納入通知書（介護保険料額決定通知書）兼特別徴収開始通知書
美　　第　　　　　号　　
年　　月　　日　　
	　　 〒



様　
	



美唄市長　　　　　　　　　



※　　　年度分の介護保険料額が次のとおり決定しましたので通知します。
※　　　年度分・　　　年度分の介護保険料額について次のとおり年金から特別徴収しますので通知します。
※　　　年度分・　　　年度分の介護保険料額について次のとおり仮徴収しますので通知します。
（保険料額の決定と特別徴収の通知が同時に行われる場合があり得る。）
（※について該当するものを記載）
	被保険者氏名
	
	被保険者番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	決定年月日
	　　　　　年　　　月　　　日
	

	決定理由
	
	

	年間保険料額
	期別保険料額

	　　　年度に納付する保険料額
円
	
	納期（月）
	保険料額
	
	貴世帯分保険料額
※

	
	
	
	普通徴収
	特別徴収
	

	
	
	第１期４月
	
	
	

	
	
	第２期５月
	
	
	

	これからの保険料納付方法等
	
	第３期６月
	
	
	

	保険料徴収方法
	
	
	第４期７月
	
	
	

	
	
	
	第５期８月
	
	
	

	特別徴収義務者
	
	
	第６期９月
	
	
	

	
	
	
	第７期10月
	
	
	

	特別徴収対象年金
	
	
	第８期11月
	
	
	

	
	
	
	第９期12月
	
	
	

	
	
	
	第10期１月
	
	
	

	
	
	
	第11期２月
	
	
	

	
	
	
	第12期３月
	
	
	

	
	
	
	計
	
	
	

	
	
	
	合計額
	
	
	


※普通徴収の保険料について、あなたが世帯主として連帯納付義務を負っている世帯員分の介護保険料の合計が記載されています。（世帯主本人分を含む）
特別徴収の欄に金額の記載がある場合は、年金からの特別徴収となります。
	保険料算定の基礎
	
	
	
	

	期間

	月数
①
	 
	保険料率
②
	保険料算出額
②×①／12
	保険料額


	
	
	
	
	
	

	普通徴収の場合の納期限

	納期
	納期限
	納期
	納期限
	普通徴収の場合の納入場所

	第１期
	〇年〇月〇日　
	第７期
	〇年〇月〇日　
	　・　　銀行等

	第２期
	〇年〇月〇日　
	第８期
	〇年〇月〇日　
	　・　　市役所等

	第３期
	〇年〇月〇日　
	第９期
	〇年〇月〇日　
	

	第４期
	〇年〇月〇日　
	第10期
	〇年〇月〇日　
	お問い合わせ先

	第５期
	〇年〇月〇日　
	第11期
	〇年〇月〇日　
	　美唄市　　　課

	第６期
	〇年〇月〇日　
	第12期
	〇年〇月〇日　
	　　　住所　　　　　　　　電話番号


不服の申立て
１　この通知について不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、北海道介護保険審査会に請求することができます｡
２　この通知について不服がある場合には、前項の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から６月以内に、美唄市を被告として（訴訟において美唄市を代表する者は美唄市長となります。）、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお裁決があったことを知った日の翌日から６月以内であっても、裁決の日の翌日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
３　この処分については、第１項の審査請求の裁決を経た後でなければ、裁判所に処分の訴えを提起することができません。（介護保険法第196条）ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(１)　審査請求があった日の翌日から３か月を経過しても裁決がないとき。
(２)　処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(３)　その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
